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京都市教育委員会規則第７号 

   京都市教職員の勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則 

 京都市教職員の勤務時間等に関する規則の一部を次のように改正する。 

 第４条本文中「教職員」を「教育職員（教職員条例第２条第２項に規定する教育職員を

いう。以下この条及び次条において同じ。）」に改め，同条ただし書中「にあっては，当該

教職員」を「である者にあっては，当該教育職員」に改める。 

 第５条第１項本文中「事務職員」を「教育職員以外の者」に改め，同条の次に次の１条

を加える。 

（正規の勤務時間を超える勤務） 

第５条の２ 公務のために臨時の必要がある場合においては，教職員（教職員条例第４３

条第１項に規定する教育職員を除く。）に正規の勤務時間を超える勤務（同項に規定す

る正規の勤務時間を超える勤務をいう。以下同じ。）をさせることがある。 

２ 教職員に対し正規の勤務時間を超える勤務をさせる場合には，教職員の健康及び福祉

を害しないように考慮するものとする。 

 第６条第１項及び第２項中「正規の勤務時間以外の時間における勤務」を「正規の勤務

時間を超える勤務」に改める。 

 第７条第２項第２号を次のように改める。 

   負傷，疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが

困難な状態にある者でないこと。 

 第１９条に次の１項を加える。 

２ 第５条の２及び第６条に規定するもののほか，教育委員会事務局に勤務する教職員（教

職員条例第４３条第１項に規定する教育職員を除く。）の正規の勤務時間を超える勤務

の制限については，教育委員会事務局に勤務する職員であって京都市職員の勤務時間，

休日，休暇等に関する条例施行細則第２条の４第１項に規定する職員であるものの例に

よる。 

 別表第４(24)の項中「１０日に当該子の数から２を減じた数を加えた日数」を「１５日」



に改める。 

   附 則 

 この規則は，平成３１年４月１日から施行する。 

（教育委員会事務局総務部総務課） 


